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⑫ 近畿税理士会
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インターネットからでも検索できます !
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あらゆる税金について
お気軽にご相談ください。
税理士が親切・丁寧にお答えいたします。

0税理士とは? 納税者の依頼に応じて、税金に関する相談や申告書の作成等を行う「税と会計のエキスパート」です。

税理士には税理士法による輩秘義務が課されており、相談内容の秘密は1薯来に
わたって厳守されます。当センターの相談はお一人様30分 までとなっています。

お近くの相談窓口

近畿税理士会・ 税理士記念日特別相談

。会場 税務相談センター尼崎市役所会場

住所 :尼崎市東七松町 1-23-1
尼崎市役所中館 1階

・ 開催日 令不日8年 2月 17日 (火 )

。時間 1 0iOO～ 16i30(～ 1 6iOOまで受付 )

※予約が埋まり次第締め切りとさせていただきます。

・お問い合わせ先 尼崎市役所 (市民相談担当)

電話/06-6489-6400
※予約は相談当日午前9時から電話で先着順に受付

「税理土記念日特別相談」をご利用の皆様へのお願い

既に税理士 (税理士法人を含む)にご依頼中の方は、当相談をご利用いただけません。

当相談での回答は、一般的な内容に限らせていただきます。相談時間の制約や資料が不十分な

場合など、必ずしも十分な回答ができないことがございます。

申告や契約などの具体的な手続きを進める際には、必要書類をご準備のうえ、改めて税理士 (個

別関与)に ご相談いただくこともご検討ください。

相談員への暴言、威圧的な言動、長時間の拘束といったハラスメントに該当する行為があつた

場合には、ご相談を中止し、ご退去いただくことがございます。

利用申込書にご記入いただいた個人情報は、本相談事業以外の目的には使用いたしません。

秘密厳守・相談無料


